
沼袋区画街路第4号線沿道地区まちづくり協議会
第３回 説明資料
～地区整備計画（建替えのルール）について～

１．第２回協議会のふり返りについて
２．建築物の高さと壁面の位置の制限について

平成28年７月28日
中野区 都市政策推進室

西武新宿線沿線まちづくり分野 沼袋駅周辺まちづくり担当

資料１

• 協議会では昨年度の勉強会において、特にご意見をいただいた内容を取り上げ、
詳細な内容について検討します。

• 第３回では、以下の①②について説明したいと考えています。

※いずれの回も19：00～21：00に沼袋区民活動センター（洋室2・3号）で開催します。



• 本日の話題は２つあります。論点となる部分を赤字で示していますので、
この内容について議論したいと考えています。



延焼遮断帯の機能の強化
商店街の連続性の維持
居住機能を主体とした商業・住居の複合
中高層建築物を中心とした街並みの形成
にぎわいの軸
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• 第２回協議会において

というご意見を踏まえ、
土地利用の方針は、以下の修正案で検討したい
と考えています。
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• 土地利用の方針（全体）について、

とい

う言葉を追加し、以下の修正案で検討

したいと考えています。

• 第２回協議会において
というご意見を踏まえ、建築物等の整備の方針は、

以下の修正案で検討したいと考えています。



○：建築可 ×：建築不可 －：用途地域の制限で建築不可

• 上記表のほかに、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡
を超えるものについても禁止することを考えています。

• また、1階部分における住宅用途についても禁止することを考えています。

• 第２回協議会では、Ｂ・Ｃ地区において、カラオケボックスやゲームセンター
の立地は、

というご意見がありました。

• ご意見を踏まえ、Ｂ・Ｃ地区においては建物用途の制限に差異をつけず、カラ
オケボックスやゲームセンターを制限することを考えています。

※特例許可の基準については、別途、中野区が定めていきます。

• 第２回協議会では、１階部分における住宅用途の制限について
というご

意見や
というご意見もありました。

• ご意見を踏まえ、住宅用途に関する例外規定を設けることを考えています。













• 街並みのプロポーションの囲まれ感を表すD/Hの比率を基に3つのパター
ンを想定し、建築物のボリュームについて検証しました。

• Ｄ／Ｈ＝１が良い囲まれ感だとされています。

※Ｄ/H=1の関係は上図のようになります。

Ｄ（壁面間の距離）＝Ｈ（沿道の建物高さ）



• 勉強会では、街並みのプロポーションや土地の有効活用を踏まえ、建築物
の高さと壁面の位置の制限は以下のたたき案を検討しました。

※建築物の高さについて、都市計画法施行令（第6条第1項第7号）では、一団地の住宅施設の都市計画について、住宅の低層、中層又は高層別の
予定戸数を定めることとされており、実務上、低層は1～2階、中層は3～5階、高層は6階以上とされています。



400％ 160㎡ 640㎡ 400％ 4.0m 3.0m 3.0m

• モデルAについて、下図に示す階高の場合、9階までの建築計画が考えられま
す。この場合、建築物の 高高さは約30mです。
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400％ 80㎡ 320㎡ 400％ 4.0m 3.0m 3.0m

• モデルBについて、下図に示す階高の場合、9階までの建築計画が考えられま
す。この場合、建築物の 高高さは約30mです。

商業地域
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300％ 160㎡ 480㎡ 300％ 4.0m 3.0m 3.0m

• モデルCについて、下図に示す階高の場合、６階までの建築計画が考えられ
ます。この場合、建築物の 高高さは約21mです。
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300％ 84㎡ 235㎡ 280％ 4.0m 3.0m 3.0m

• 近隣商業地域における奥行きが短い小規模な敷地について、下図に示す階高
の場合、５階までの建築計画が考えられます。この場合、建築物の 高高さ
は約18mです。

近隣商業地域
第一種低層
住居専用地域

0.5m壁面の
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300％ 84㎡ 252㎡ 300％ 3.2m 3.0m －

• モデルDの中層部の高さを15ｍから16ｍに変更し、下図に示す階高とした
場合、5階まで建物形態が整形な建築計画が可能になります。この場合、建
築物の 高高さは約16mです。

近隣商業地域
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300％ 200㎡ 600㎡ 300％ 3.2m 3.0m 3.0m

• 近隣商業地域における奥行きが長い敷地について、第3種高度地区と同内容
の高さ制限や日影規制の影響を考慮した建築計画を想定した場合、下図に示
す階高では、8階までの建築計画が考えられます。この場合、建築物の 高
高さは約25mです。
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400％ 340㎡ 1,360㎡ 400％ 3.2m 3.0m 3.0m

• 商業地域における広い敷地について、日影規制を考慮した建築計画を想定し
た場合、下図に示す階高では、10階までの建築計画が考えられます。この場
合、建築物の 高高さは約31mです。
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近隣商業地域

（奥行きが短い
小規模敷地）

近隣商業地域

（奥行きが長い敷地）

商業地域

（大規模敷地）

31m

25m

16m

【現在】

【拡幅後】

20ｍ ４ｍ10ｍ

第３種高度地区と
同内容の制限

※第一種低層住居専用地域の日影規制
は現在と変わりません。

第3種
高度地区

20ｍ

• 第一種低層住居専用地域側には、第3種高度地区と同内容の高さ制限を定
めます。



• 現在の第3種高度地区と同内容の高さ制限を定める区域は以下の通りです。

• 昨年度の勉強会において、 というご意見

がありました。

• 屋上の利用について、エレベーター・階段室など屋上に塔屋を設けるこ

とやバルコニーの設置などが想定されます。

• 塔屋やバルコニーの設置などについては、建築基準法に基づいて対応し

ていくことを考えています。


